
 

市と指定管理者の経費分担表及びリース契約等に関する現在の状況 

 

１ 生涯学習センターの維持管理に関する経費 

節 細節 詳細 

令和７年度 

予算額 

（円） 

令和８年度 

（１０月以降） 
令和９年度以降 

留意事項 

指定管理者 市 指定管理者 市 

需用費 消耗品 トイレットペーパー、トイレ用石鹸等 348,000 ○  ○   

印刷製本費 施設パンフレット 55,000 ○  ○   

電気料  13,200,000 ○  ○   

上下水道料  792,000 ○  ○   

修繕料  500,000 ○  ○   

役務費 電話料 Wi-Fi 用通信料、プロバイダ使用料 85,000 ○  ○   

手数料 ピアノ調律 9,000 ○  ○   

委託料 

機器等保守点検 

ロールバックチェア（年間） 263,000 ○  ○  ※１ 

移動ステージ 180,000 ○  ○  ※２ 

ＰＳ電熱式加湿器 147,000 ○  ○  ※３ 

特別収蔵庫空調機（ACP-4） 68,000 ○  ○  ※４ 

警備業務 機械警備業務 325,000 ○  ○  ※５ 

除草・樹木管理 
除草業務 453,000 ○  ○  ※６ 

樹木管理業務 451,000 ○  ○  ※７ 

使用料・賃借料 

使用料 

コインコピー機（利用者用２台） 
792,000 

○  ○  ※８ 

コピー機（事務室用２台）  ○  ○ ※９ 

NHK受信料 22,000  ○  ○ ※１０ 

賃借料 

コインコピー機（利用者用２台） 
601,000 

○  ○  ※８ 

コピー機（事務室用２台）  ○  ○ ※９ 

玄関マット 94,000 ○  ○  ※１１ 

負担金・補助金 負担金 甲種防火管理新規講習料 10,000 ○  ○   



 

 

 

及び交付金 返還金 センター使用料返還金 5,000 ○  ○   

 

【留意事項】 

 内容 
契約相手 

（令和７年度） 
契約期間 令和８年１０月１日以降の取扱い 

※１ ロールバックチェア保

守点検委託料 

コトブキシーティング 令和８年９月３０日まで（予

定） 

・令和８年度については、市が９月まで半年間を契約期間として契約を行う予

定。 

・令和８年１０月１日以降については業務に支障のないよう必要な保守、点検

を行うこと。 

※２ 移動ステージ保守点検

委託料 

コトブキシーティング 実施時に契約 ・令和８年４月～９月までに実施の予定なし（最終点検は令和８年１月）。 

・令和８年１０月１日以降については必要な保守・点検を行うこと。 

※３ ＰＳ電熱式加湿器保守

点検委託料 

ピーエス工業 実施時に契約 ・令和８年４月～９月までに実施の予定なし（最終点検は令和７年度中に実施

予定）。 

・令和８年１０月１日以降については必要な保守・点検を行うこと。 

※４ 特別収蔵庫空調機点検

委託料 

日立グローバルライフソ

リューションズ 

実施時に契約 ・恒温恒湿用のため、年１回の保守点検が必要。 

・令和８年４月～９月までに実施の予定なし（最終点検は令和７年１１月）。 

・令和８年１０月１日以降については必要な保守・点検を行うこと。 

※５ 機械警備委託料 

 

ＡＬＳＯＫ 令和８年９月３０日まで（予

定） 

・業務に支障のないよう必要な警備体制をとること。 

※６ 除草業務委託料 シルバー人材センター 実施時に契約 ・令和８年４月～９月までに２回実施予定（職員による除草）。 

・令和８年１０月１日以降については必要な除草を行うこと。 

※７ 樹木管理委託料 山下植物園 実施時に契約 ・全面的な高木剪定については概ね４年に１度の実施（最終実施は令和４年

度）。その他の樹木剪定については予算の範囲内で適宜実施（最終実施は令和

７年３月）。 

・令和８年４月～９月までは実施の予定なし。 

・令和８年１０月１日以降については必要な樹木剪定、薬剤散布を行うこと。 

※８ コインコピー機（利用

者用２台）賃借料・使

用料 

リコージャパン 令和１０年９月３０日まで ・令和８年１０月１日以降分については指定管理者の負担とする。 

・コピー用紙等の消耗品についても指定管理者の負担とする。 

・契約終了後の取扱は市と指定管理者が別途協議 

※９ コピー機（事務室用２

台）賃借料・使用料 

リコージャパン 令和１０年９月３０日まで ・市が費用を負担する。 

・コピー用紙等の消耗品についても市の負担とする。 



 

 

 

・契約終了後の取扱は市と指定管理者が別途協議 

※１０ ＮＨＫ放送受信料 

 

日本放送協会 年間契約 ・市が費用を負担する。 

※１１ 玄関マット賃借料 

 

ウォータースタンド 令和８年９月３０日まで（予

定） 

・業務に支障のないよう必要に応じて調達を行うこと。 

 

  



 

 

 

２ 図書館機能に関する経費（管理運営費） 

節 細節 詳細 

令和７年度 

予算額 

（円） 

令和８年度 

（１０月以降） 
令和９年度以降 

留意事項 

指定管理者 市 指定管理者 市 

需用費 消耗品 雑誌 1,200,000 ○  ○  ※１２ 

新聞 682,000 ○  ○  ※１３ 

新刊案内 37,000 ○  ○  ※１４ 

装備用品 302,000 ○  ○   

CD研磨機消耗品 10,000 ○  ○   

ブックシャワー消耗品 77,000 ○  ○  ※２０ 

図書館システム消耗品 163,000 ○  ○  ※２０ 

その他 35,000 ○  ○   

役務費 郵便料 督促、事務連絡用 19,000 ○  ○   

電話料 図書館システム用回線 208,000  ○  ○ ※２０ 

手数料 コンビニ返却手数料 264,000 ○  ○  ※１５ 

委託料 電算委託料 MARC作成 225,000 ○  ○   

その他 取次サービス 1,227,000 ○  ○  ※１６ 

使用料・賃借料 

使用料 

TOOLi パッケージ 528,000 ○  ○  ※１７ 

データベース（官報） 27,000 ○  ○  ※１８ 

みんなでシネマ 66,000 ○  ○  ※１９ 

賃借料 
図書館システム 16,598,000  ○  ○ ※２０ 

ブックシャワー 499,000 ○  ○  ※２１ 

備品購入費 図書購入費 図書館資料 6,000,000 ○  ○   

その他 視聴覚資料 470,000 ○  ○   

負担金、補助金

及び交付金 負担金 

埼玉県図書館協会 14,000  ○ ○  ※２２ 

日本図書館協会 23,000  ○ ○  ※２２ 

サピエ（日本点字協会） 40,000  ○ ○  ※２２ 



 

 

 

【留意事項】 

 内容 
契約相手 

（令和７年度） 
契約期間 令和８年１０月１日以降の取扱い 

※１２ 雑誌購読料 

 

富士山マガジンサービス 自動更新 ・令和８年１０月１日以降納品分については指定管理者の負担とする。 

※１３ 新聞購読料 

 

セガン、ＡＳＡ白岡 自動更新 ・令和８年１０月１日以降納品分については指定管理者の負担とする。 

※１４ 新刊案内購読料 図書館流通センター 年間契約 ・市が８年度分の年間契約を行ったうえで年間購読料を按分し、令和８年１０

月１日以降分については指定管理者の負担とする。 

・令和９年４月１日以降については必要に応じて購読を行うこと。 

※１５ コンビニ返却手数料 セブンイレブンジャパン 年間契約 

 

・市が８年度分の年間契約を行い、令和８年１０月１日以降分の手数料につい

ては指定管理者の負担とする。 

・令和９年４月１日以降については必要に応じて利用契約を締結すること。 

※１６ 図書取次サービス委託

料 

日本郵便（久喜郵便局） 令和８年９月３０日まで（予

定） 

・令和８年度については、市が９月まで半年間を契約期間として契約を行う予

定。 

・令和８年１０月１日以降については業務に支障のないよう必要な体制をとる

こと。 

※１７ Tooli使用料 図書館流通センター 年間契約 ・市が８年度分の年間契約を行ったうえで年間利用料を按分し、令和８年１０

月１日以降分については指定管理者の負担とする。 

・令和９年４月１日以降については必要に応じて利用契約を締結すること。 

※１８ 官報データベース使用

料 

須原屋書店 令和８年９月３０日まで（予

定） 

・令和８年度については、市が９月まで半年間を契約期間として契約を行う予

定。 

・令和８年１０月１日以降については必要に応じて利用契約を締結すること。 

※１９ みんなでシネマ使用料 図書館流通センター 年間契約 ・市が８年度分の年間契約を行ったうえで年間利用料を按分し、令和８年１０

月１日以降分については指定管理者の負担とする。 

・令和９年４月１日以降については必要に応じて利用契約を締結すること。 

※２０ 図書館業務システム賃

借料 

ＦＬＣＳ 令和１１年９月３０日まで ・市が費用を負担する。 

・システムに係るインターネット回線使用料等についても市が負担する。 

・トナー、レシート用紙等の消耗品については指定管理者の負担とする。 

※２１ ブックシャワー賃借料 第一リース 令和１１年８月３１日まで ・令和８年１０月１日以降については指定管理者の負担とする。 

・令和１１年９月１日以降については必要に応じて調達を行うこと。 



 

 

 

・除菌用ランプ等の消耗品については指定管理者の負担とする。 

※２２ 各種負担金等   ・令和８年度については市が負担し、令和９年度以降については指定管理者の

負担とする。 

 

３ 図書館機能に関する経費（事業費） 

節 細節 詳細 

令和７年度 

当初予算額 

（円） 

令和８年度 

（１０月以降） 
令和９年度以降 

留意事項 

指定管理者 市 指定管理者 市 

報償費 講師謝礼 成人対象事業 30,000 ○     

需用費 消耗品 ブックスタートパック 528,000 ○  ○   

こもれびの森まつり消耗品 10,000 ○  ○   

本の帯・ＰＯＰコンクール用消耗品 25,000  ○  ○  

その他 91,000 ○  ○   

 

 


